
岐阜県本巣市役所（令和6年4月）

お問い合わせ先 本庁舎 真正分庁舎 糸貫分庁舎 根尾分庁舎 富士 ｶｵﾗ 総窓 総行
印鑑
登録

印鑑登録をされる方
運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付
きの身分証明書、登録される印鑑

印鑑登録申請(原則本人申請) ○ ○ ○
継続利用申請
希望する場合、転入日から14日以内、
転出予定日から30日以内に転入の届出
をしてください。

○ ○

電子証明書発行
希望する場合のみ、手続きを行ってくだ
さい。

○ ○

住民基本台帳カード継続利用希
望の方

住民基本台帳カード

継続利用申請
希望する場合、転入日から14日以内、転
出予定日から30日以内に転入の届出をし
てください。

国保 国民健康保険に加入される方
世帯主及び転入された方のマイナンバー
カード等の個人番号が分かる書類

国民健康保険異動届

後期
高齢

後期高齢者医療に加入されてい
る方

被保険者証（県内から転入の方）、負担区
分等証明書（県外から転入の方）、障害認
定証明書等（県外から転入の方）

被保険者証等の交付手続き
（後日送付）

乳幼児等（高校3年生世代まで）
の医療費助成対象となる方

子の健康保険証、マイナンバーカード等の個
人番号が分かる書類（子及び被保険者）)　

重度の医療費助成対象となる方

手帳交付者の健康保険証、所得課税証明書
（情報連携に係る同意書提出者は不要）、
障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手
帳、マイナンバーカード等の個人番号が分
かる書類（手帳交付者、配偶者、扶養義務
者）

母子家庭等・父子家庭の医療費
助成対象となる方

母（父）と子の健康保険証、所得課税証明
書（情報連携に係る同意書提出者は不
要）、児童扶養手当証書、遺族年金証書
（配偶者死亡の場合）、マイナンバーカー
ド等の個人番号が分かる書類（母（父）及
び子）)

特別障害者手当又は障害児福祉手当
又は福祉手当を受けている方

マイナンバーカード等の個人番号が分かる
書類（受給者）

身体障害者手帳又は療育手帳を
お持ちの方

手帳、写真（県外から転入の方）、
マイナンバーカード等の個人番号が分かる
書類（本人）

特別児童扶養手当を受けている
方

手当証書、マイナンバーカード等の個人番
号が分かる書類（受給者）

自立支援給付・自立支援医療を
受けている方

受給者証、健康保険証、所得課税証明書
（注）、マイナンバーカード等の個人番号が分
かる書類（注）
（注）本人及び保護者、同じ健康保険に加入し
ている方等

精神障害者手帳をお持ちの方
手帳、写真（県外から転入の方）
マイナンバーカード等の個人番号が分かる書
類（本人）

受給資格証明書の提出、受給資格証明書
の交付手続き（転入届後１４日以内）
後、広域連合より被保険者証の交付、資
格取得届出。

○

要介護認定申請書 □
65歳以上で介護認定を受けていな
い方

マイナンバーカード等の個人番号が分かる
書類（本人）

資格取得届出 ○

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本巣市へ転入される方へ　　　　　　　　　　
転入手続には、転入前住所地の市町村から発行される転出証明書が必要となります。なお、前住所地での転出手続き時に転出証明書を発行されていない方はマイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード
（暗証番号が分かることが要件）が必要となります。(引っ越しワンストップサービスを利用して前住所地から転入された方も含む)
また下記の項目に該当する方は、それぞれ必要な手続きをしてください。詳細は事前にお問い合わせください。
※来庁される方の本人確認書類・申出者（届出者）の印鑑（朱肉使用のもの）をご持参ください。代理人による手続きでは委任状が必要な場合があります。　　　　　

○システムで申請書打ち出
し　
□地域調整課で申請対応　
■担当課で申請対応

届　出　窓　口 システム
項目

ﾁｪｯｸ

☑
確認 対象となる方 必要なもの 必要な手続き 紙

市民課市民係
058-323-7750

本巣支所
地域調整課

真正支所
地域調整課

糸貫支所
地域調整課

根尾総合支所
総務産業課

ﾏｲﾅﾝ
ﾊﾞｰ

マイナンバーカード継続利用希
望の方

マイナンバーカード

市民課
医療保険係

058-323-7750

本巣支所
地域調整課

真正支所
地域調整課

糸貫支所
地域調整課

根尾総合支所
総務産業課

○ ○ □

福祉
医療

福祉医療費受給者証交付申請
（転入日後30日以内） ○

身障

住所変更届出

福祉敬愛課
障がい福祉係
058-323-7752

本巣支所
地域調整課

真正支所
地域調整課

糸貫支所
地域調整課

根尾総合支所
総務産業課

□

新規申請・記載事項変更届出 □

介護
保険

介護認定を受けている方

受給資格証明書（前住所地転出手続き時に交
付されたもの）、
マイナンバーカード等の個人番号が分かる
書類（本人）

福祉敬愛課
高齢福祉係

058-323-7754

本巣支所
地域調整課

真正支所
地域調整課

糸貫支所
地域調整課

根尾総合支所
総務産業課

裏面もあります。



お問い合わせ先 本庁舎 真正分庁舎 糸貫分庁舎 根尾分庁舎 富士 ｶｵﾗ 総窓 総行
届　出　窓　口 システム

項目
ﾁｪｯｸ

☑
確認 対象となる方 必要なもの 必要な手続き 紙

児童
手当

児童手当を受けている方

健康保険証(請求者及び配偶者のもの)、受給
者名義の預金通帳、
マイナンバーカード等の個人番号が分かる
書類(請求者、配偶者及び18歳以下の児童
のもの)

児童手当認定請求手続き
(前住所地から転出予定日後15日以内)

本巣支所
地域調整課

真正支所
地域調整課

糸貫支所
地域調整課 ○ ○

児扶
手当

児童扶養手当を受けている方

預金通帳(受給資格者名義)、
マイナンバーカード等の個人番号が分かる
書類（転入者分及び同敷地内の親族分）、
借家の場合は賃貸契約書の写し

住所変更届
支給停止関係届（転入により扶養親族が
異動となる方）

■

上下水道課
上下水道管理

係

犬 犬を飼われている方 鑑札 犬の登録事項変更 □

ゴミ
ゴミの出し方等の説明
リサイクルカードの配布

戸別
受信

防災行政無線戸別受信機設備借用申請手
続き

総務課
0581-34-5020

総務課 □

市立幼稚園へ入園希望の方 世帯全員のマイナンバーカード 入園申込み

市立保育園へ入園希望の方
就労証明書（または保育の実施申立書）、
世帯全員のマイナンバーカード

入園申込み

留守
家庭

留守家庭教室利用希望の方 就労証明書（または保育の実施申立書） 利用申込み

ぎ
ふ っ
こC

１８歳未満の方(県外の方) ぎふっこカード交付
本巣支所
地域調整課

真正支所
地域調整課

糸貫支所
地域調整課

根尾総合支所
総務産業課

市立小学校及び市立中学校へ通学希
望の方

前の学校で交付された在学証明書及び教科
書給与証明書

転入学手続き

要保護及び準要保護児童生徒援助
費、特別支援教育就学奨励費を受け
ていた方

預金通帳 申請手続き

現在妊娠中で、既に母子健康手
帳の交付を受けている方

母子健康手帳
妊婦健康診査受診票

妊婦健康診査受診票(他市町村で発行さ
れたものは使用出来ません)・母子保健
事業関係書類の発行

現在妊娠中で、母子健康手帳の
交付を受けていない方

妊娠届出書
マイナンバーカード等の個人番号が分かる書
類

母子健康手帳の交付
妊婦健康診査受診票・母子保健事業関係
書類の発行

産後42日未満で産婦健康診査を受
けていない方

母子健康手帳
産婦健康診査受診票

産婦健康診査受診票の発行

13歳未満のお子さんがいる方
（転入当日は事前連絡が必要で
す）

母子健康手帳
予防接種の記録が分かるもの
マイナンバーカード等の個人番号が分かる書
類（子）

母子保健事業関係書類
予診票等の発行

保健
事業

市の保健事業を希望の方 各種健診(検診)の関係書類の発行
健康増進課

真正保健センター
058-320-0153

■

福祉敬愛課
児童福祉係

058-323-7752

　本巣市ホームページより、パソコン・スマートフォンからもお
手続きできます。

福祉敬愛課
児童福祉係

058-323-7752

根尾総合支所
総務産業課

上下
水道

上下水道を使用される方
※口座振替での料金の支払いを希望の方
は、口座振替依頼書を金融機関へ提出して
ください。

使用者変更届出

※使用者変更日・開栓希望日の３開庁日
前までに届出ください。

上下水道課
上下水道管理係
058-323-7760

○

本巣支所
地域調整課 真正支所

地域調整課
根尾総合支所
総務産業課

生活環境課
058-323-7751 糸貫支所

地域調整課
新しく世帯を設けられる方

幼児
園

幼児教育課
幼児教育係
058-323-
7753

幼児教育課
幼児教育係

058-323-7753
■

小中
学校

学校教育課
(真正分庁舎2階)
058-323-7763

■

母子
保健

健康増進課
本巣保健セン

ター
0581-34-
5028

本巣保健センター
0581-34-5028

真正保健センター
058-320-0153

糸貫保健センター
058-320-0500

根尾保健センター
0581-38-9038

■


